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前回（第２回）の会議で出された意見等への対応 

 

番号 意 見 等 対 応 

１ 目標年次（２０４０年）における

秋田市の具体的な姿がイメージし

づらい。 

危機感を持ちながら、総合的な観

点から必要な施策を展開していく

必要がある。 

全国的に人口減少・高齢化が進行していくことが

見込まれており、立地適正化計画の目標年次   

（２０４０年）における本市の総人口は、国立社会

保障人口問題研究所の推計において２３５，５００

人まで減少するとされています。（２０１５年国勢調

査人口は３１５，８１４人） 

現在の人口分布が変化することなく、人口減少が

進行した場合、主に、以下に示すような事象が発生

することが懸念されます。 

① 各地域の中心部で、拠点性が薄れていく（人口

規模の縮小、コミュニティの低下など） 

② 医療・商業・子育て支援等の各生活サービス施

設の撤退・統合等が進行し、各サービスが利用

しづらくなる 

③ 公共交通利用者が減少し、運行本数の減少や廃

止など、公共交通サービスが低下していく 

 

本計画の策定・運用では、そうしたことを踏まえ、

以下の視点を基本にして持続可能な都市を目指すこ

ととしたいと考えています。 

① 各地域の中心部周辺に居住を誘導し、拠点性

（人口規模、コミュニティ）を維持する 

② 各地域の中心部に医療・福祉・商業・子育て支 

援等の各生活サービス施設を維持・誘導し、各

サービスが利用しやすい状況を創出する 

③ 各地域の中心部を結ぶ基幹的なバス路線沿線 

に居住を誘導するほか、公共交通が利用しやす

い環境を形成し、利用者数の確保による公共交

通サービスの維持を図る 

また、その実現に向けては、都市計画の分野だけ

でなく、居住や医療・福祉、商業等の都市機能とと

もに公共交通など様々な政策分野との連携が不可欠

であることから、本計画の策定においては、庁内に

各部局の次長で構成する委員会を設置し、各政策分

野と相互調整を図りながら検討を進めることとして

います。 

このたびの第３回協議会で示す「立地の適正化に

関する基本方針」の案も、この庁内委員会の検討を

経てまとめています。 

  

資料１－１ 
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番号 意 見 等 対 応 

２ 互助体制が可能なシステムの構

築など、コミュニティ形成の観点を

検討に含めてほしい。 

指摘の内容は、今後のまちづくりにおいて取り入

れるべき重要な視点であると考えています。 

第３回都市再生協議会の議事としている「立地の

適正化に関する基本方針」の案に反映するとともに、

今後の検討過程においても考慮していきます。 

３ 持続可能な保険医療・福祉サービ

スの提供に係る課題に対し、都市の

コンパクト化による効果は期待さ

れるものである。 

４ 子育て世代が働きやすい環境や、

子どもたちが市内で暮らし続けら

れる環境になれば良いと思う。 

５ 車で移動できない高齢者は一定

程度存在する。また、高齢化率が高

まることからも、歩いて暮らせるコ

ンパクトなまちづくりとして、高齢

者が消費活動・社会活動が行える環

境づくりは重要であり、視点に加え

てほしい。 

また、何らかの形で集約していく

形が良いことから、将来都市構造

は、パターン２、もしくはパターン

３が考えられる。 

６ 将来都市構造において、東部地域

と、中央地域の「高次・広域拠点」

の連携軸を示すべき。 

東部地域と、中央地域の「高次・広域拠点」は、

秋田駅を挟んで隣接し、密接不可分の関係にあるこ

とから、中央地域と東部地域の間に「高次・広域拠

点連携軸」を位置付けます。 
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番号 意 見 等 対 応 

７ 市民サービスセンターと各地域

の拠点との関係をもう一度精査し

てほしい。（特に、東部・南部市民

サービスセンター周辺の位置づけ） 

市民サービスセンターは、行政の窓口であり、立

地適正化計画では都市機能を構成する施設として捉

えています。 

指摘の東部市民サービスセンターについては、拠

点施設ではあるものの、窓口機能（住民票や印鑑証

明書の交付、国民健康保険、市税、福祉に関する各

種手続き）を有しておらず、その機能は市民の交流

拠点であるアルヴェの駅東サービスセンターが担っ

ているという状況を踏まえ、都市機能誘導区域の範

囲に含めないこととしました。 

南部市民サービスセンターについては、南部地域

全体の都市機能（医療・福祉・商業・子育て支援等）

が牛島地区、御野場地区、御所野地区に分散してい

るという地域特性を踏まえて設置された経緯があ

り、その利用においては、国道１３号を軸に、居住

誘導区域内の多くの地域住民がアクセス可能である

という状況を踏まえ、都市機能誘導区域の範囲に含

めないこととしました。 
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番号 意 見 等 対 応 

８ 緩やかな誘導という観点で、ま

た、幹線となるバス路線を維持する

観点においても、将来都市構造は、

パターン２が最適であると感じる。 

なお現状で、秋田新都市方面へ向

かう路線として乗客数が多い路線

は、秋田駅東口を経由する路線であ

る。 

第３回の協議会では、将来都市構造のパターン２

を基本にして、都市機能・居住の各誘導区域を最終

確認したいと考えています。 

なお、居住誘導区域の設定に際しては、「拠点間を

結節する重要なバス路線（新国道および国道１３号）

の徒歩圏」を考慮しています。 

このことについては、①拠点間を結ぶ骨格道路網

であること、②本路線周辺の市街地に一定の人口が

分布していること、③各路線に沿道型サービス施設

が立地し、利便性が比較的高いことを背景に設定し

たものであり、都市構造面からみて重要な路線であ

るということから設定したものです。 

特に秋田駅から秋田新都市方面へ向かう路線は

「秋田駅東口を経由する路線」が多く利用されてい

ることは認識しておりますが、都市づくりの観点か

らは、新国道および国道１３号沿道への居住誘導を

図ることで、当該区間の路線運行の維持を支援して

いきたいと考えています。 

また、指摘の「河辺・雄和の人口規模を考慮した

パターン２と３の中間の案」については、将来都市

構造としてパターン２を採用しつつ、その先の検討

事項としている目標値の中で、各地域拠点における

位置づけや性格を考慮しながら、その周辺にあるべ

き居住誘導区域人口といった観点から詳細を検討し

たいと考えています。 

９ 車で移動できない高齢者は一定

程度存在する。また、高齢化率が高

まることからも、歩いて暮らせるコ

ンパクトなまちづくりとして、高齢

者が消費活動・社会活動が行える環

境づくりは重要であり、視点に加え

てほしい。 

また、何らかの形で集約していく

形が良いことから、将来都市構造

は、パターン２、もしくはパターン

３が考えられる。 

10 将来都市構造は、各地域が自立を

目指すパターン１は困難。 

一方で、７地域に生活拠点を配置

したパターン２が良いと考えるが、

河辺・雄和の人口規模を考慮する

と、パターン２と３の中間のイメー

ジも考えられる。 
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番号 意 見 等 対 応 

11 都市機能誘導区域と居住誘導区

域については、将来の人口が減少し

た場合、適切な人口密度が維持しう

るかの検討が必要。 

面積が過大なのかどうか、あるい

は過小なのかどうかというのは、一

度検討し、チェックしてほしい。 

計画の目標年次（２０４０年）における本市の総

人口は、国立社会保障人口問題研究所の推計におい

て２３５，５００人まで減少するとされ、そのデー

タに基づいて居住誘導区域内の可住メッシュ人口密

度を推計（趨勢ケース※）すると４２．１人/ha とな

り、生活サービスの多様性を確保できなくなる可能

性が高まる水準とされる４０人/ha は確保できる見

込みです。 

しかし、本計画の策定・運用により“持続可能な

都市”を目指していくといった観点からすると、居

住誘導区域は多様な生活サービス施設が立地しやす

い水準とされる５０人/ha を、居住誘導区域全体の基

本目標として検討していくべきと考えています。 

区域規模が適正かどうかの判断は、その人口密度

を判断基準にして、今年度調査を実施した「秋田市

のまちづくりに関するアンケート調査結果」「平成

２４～２８年度の転入・転居実績」による住替えニ

ーズに基づく人口密度を期待値と捉えて算定し、比

較検証しました。 

その結果、目標年次における居住誘導区域内の人

口密度は４８人/ha となり、基本目標とした５０人

/ha と概ね符号することから、設定した居住誘導区域

の範囲は妥当であると判断しました。 

なお、居住誘導区域全体の人口密度の目標を５０

人/ha とした場合、居住誘導区域内・外人口比は「区

域内 ０．５７：区域外 ０．４３」となります。 

12 居住誘導を図ることで、居住誘導

区域内人口をどの程度想定してい

るのか。 

 
※「現状趨勢ケース」とは、今後、新たな人口減少・高齢化対策を実施しないことを仮定した場合の将来予測

ケースであり、過去の人口減少・高齢化の傾向がこのまま進行した場合を想定したものである 
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▼表 居住誘導区域内外人口（居住誘導区域内可住メッシュ人口密度５０人/ha の場合） 

 

 
※将来人口および居住誘導区域人口は、2010 年（平成 22 年）人口を用いた推計値 

  
 

▼表 居住誘導区域内外人口（住替えニーズに基づく推計※） 

 

 
  
【住み替えニーズに基づく居住誘導区域内人口（平成５２年）の推計値の算定方法】 

 住み替えニーズに基づく推計値（129,352 人） 

＝居住誘導区域内人口（113,400 人） 

 ＋居住誘導区域外人口（122,100 人）×住み替えニーズ（22.8％）×誘導区域内への住み替えを選択するニーズ（57.3％） 

 

※将来人口および居住誘導区域人口は、2010 年（平成 22 年）人口を用いた推計値 

※「居住ニーズに基づく推計」とは、「①市民のうち、現在の居住地から住み替えたいとする意向」と、「②過去の

転入・転居の実績から、居住誘導区域の範囲を新たな居住地として選択している割合」を掛け合わせた、立地適

正化計画の策定・運用により、居住誘導区域内への誘導が期待される人口を加味した推計である。 

※「住替えニーズ」は、秋田市のまちづくりに関するアンケート調査結果（平成 29 年）より、「住み替えの意向」

に関する設問で「住み替えたい」と回答した人の割合を引用 

※「居住誘導区域内選択ニーズ」は、平成 24～28 年度の転入・転居を行った全世帯（71,533 世帯）のうち、居住

誘導区域に含まれる字に転入・転居した世帯（41,021 世帯）の割合より引用  

（人） （人） （人） （人） (ha) (人/ha) （人） （人） （人）

A B C D E F=D/E G=A-D H=B-D I=C-D

2015年（平成27年） 315,814 310,510 284,370 147,360 2,694 54.7 168,454 163,150 151,682

2030年（平成42年） 269,696 265,478 241,450 128,649 2,694 47.8 141,047 136,830 126,275
2040年（平成52年） 235,500 232,130 211,801 113,400 2,694 42.1 122,100 118,730 109,812

現状趨勢ケース

行政区域
人口

都市計画
区域
人口

市街化
区域
人口

居住誘導区域 居住誘導区域外人口

人口
人口有
メッシュ数

可住メッシュ
人口密度

うち、都市
計画区域

うち、市街化
区域

（人） （人） （人） （人）

J=E×50 K=A-J L=K*H/G M=K*I/G

2015年（平成27年） - - - -

2030年（平成42年） 134,996 130,959 120,857
2040年（平成52年） 100,800 98,018 90,656

うち、市街化
区域

134,700

想定ケース①：可住メッシュ人口密度＝50人/ha

居住誘導
区域人口

居住誘導区域外人口
うち、都市
計画区域

（人） （人） （人） （人） (ha) (人/ha) （人） （人） （人）

A B C D E F=D/E G=A-D H=B-D I=C-D

2015年（平成27年） 315,814 310,510 284,370 147,360 2,694 54.7 168,454 163,150 151,682

2030年（平成42年） 269,696 265,478 241,450 128,649 2,694 47.8 141,047 136,830 126,275
2040年（平成52年） 235,500 232,130 211,801 113,400 2,694 42.1 122,100 118,730 109,812

可住メッシュ
人口密度

うち、都市
計画区域

うち、市街化
区域

現状趨勢ケース

行政区域
人口

都市計画
区域
人口

市街化
区域
人口

居住誘導区域 居住誘導区域外人口

人口
人口有
メッシュ数

（人） (人/ha) （人） （人） （人）

J K L=D+G×J×K M=L/E N=A-L O=N*H/G P=N*I/G

2015年（平成27年） - - - - -

2030年（平成42年） 147,076 54.6 122,620 118,954 109,778
2040年（平成52年） 129,352 48.0 106,148 103,219 95,466

うち、都市
計画区域

うち、市街化
区域

22.8% 57.3%

人口
可住メッシュ
人口密度

住替え
ニーズ
※住民
アンケート
調査結果

居住誘導区
域内選択
ニーズ

※平成24～
28年度実績

想定ケース②：居住ニーズどおりとなった場合
居住誘導区域 居住誘導区域外人口



7 
 

 
番号 意 見 等 対 応 

13 都市の縮小に向かっていく際、一

定程度の規制（強制力）のようなも

のも必要と感じるが、どのように周

知・運用を行っていくのか心配な面

もある。 

立地適正化計画における届出・勧告制度は、「規制」

ではなく、「居住や都市機能の緩やかな誘導」を目指

し運用を行うことが、都市再生特別措置法の趣旨で

す。 

同法において、「都市機能・居住の各誘導区域内に

おける誘導施設や住宅の立地の誘導に支障があると

認められる場合」に、市長が勧告を行うことができ

ることとされています。 

また、勧告した相手に対しては、必要と認められ

る場合、市長は、都市機能・居住の各誘導区域内の

土地の取得についてのあっせん、その他必要な措置

を講ずるよう努めなければならないことも規定され

ています。 

このように、「届出」「勧告」「あっせん等」を適切

に運用しながら、居住や都市機能の緩やかな誘導を

図ることとします。 

計画策定が先行している他都市においては、現時

点で、具体の勧告基準を公表している都市は見受け

られず、届出制度の運用により開発動向を注視し、

届出件数やその内容をみながら、立地適正化計画の

見直しのタイミングで、必要に応じて具体的な勧告

基準を定めるものと想定されます。 

本市においても、法の趣旨および本市立地適正化

計画における目標に即し、都市機能・居住の緩やか

な誘導を進めていく施策の一つとして、必要に応じ、

具体的な勧告基準に関する検討を行っていく考えで

す。 

なお、現時点で「勧告」の対象として想定される

施設は、郊外での大規模な住宅開発、店舗面積 10,000

㎡を超える大規模集客施設、一定規模以上で多数の

利用が見込まれる図書館・博物館など、都市機能・

居住の各誘導区域外に立地することで、当該区域外

での市街化を誘発することが懸念される施設が想定

されます。 

14 勧告が行われる一定の基準を示

してほしい。 

15 ある程度具体的に、誘導施策を示

してほしい。 

具体的な誘導施設や誘導施策については、１１月

上旬に予定されている第４回都市再生協議会におい

て提示させていただく考えです。 

なお、参考として、別添資料に誘導施設や誘導施

策に関し、国が示す考え方、先進都市の事例等を掲

載します。 
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別添資料 

 

１．設定が考えられる誘導施設の一例 

（１）立地適正化計画作成の手引き（平成 29年 4 月改訂、国土交通省） 

◆誘導施設の検討にあたっては、ターゲット（まちづくりの方針：目標）、ストーリー（誘導

方針）の内容を踏まえたうえで、その施設が都市機能誘導区域外に立地した場合に、今後の

まちづくりに影響を与える等の観点から設定することが重要である。 

◆また、既に都市機能誘導区域に立地しており、今後も必要な機能の区域外への転出・流出を

防ぐため誘導施設として定めることも考えられる。 
 

▼表 誘導施設例 

 

 

 

（２）立地適正化計画の作成に係るＱ＆Ａ（平成 28 年 2月一部改正、国土交通省） 

◆誘導施設は、都市再生特別措置法において「都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な

施設」と規定されている。 

◆誘導施設の立地に係る国の補助制度等の交付対象となるものに限定されるのではなく、幅広

く定めることが可能である。 

◆ただし、専ら都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設や、都市の居住者の共同

の福祉や利便に寄与しないオフィス（例えば、都市の居住者に商品やサービスを提供する機

能を有しない事務所）等の施設は、誘導施設として想定していない。 

【想定される具体的な誘導施設】 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機

能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て

支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や集会施設、スーパ

ーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設 

 

  



9 
 

（３）健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（平成 26 年 8月、国土交通省） 

◆日常生活圏域には、地域包括ケアシステムの実現を図るため、医療、介護、介護予防、住ま

い及び自立した日常生活の支援の機能を一体的に確保することが望ましい。 

◆また、健康寿命を延ばす健康増進機能や地域交流を促進する交流機能、日常生活を営む上で

必要となる商業・公共公益機能を確保することが望ましい。 
 

▼表 計画的に確保することが望ましい都市機能と機能確保の考え方 
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（４）先進都市における誘導施設の設定事例 

◆先進都市として、下記の５都市の誘導施設設定事例を整理した。 

①国の「コンパクトシティ形成支援チーム：国土交通省が事務局となり、関係府省庁で構

成された組織」が着目している先進 10 都市のうち東北地方所在の都市 

１．青森県弘前市  ２．山形県鶴岡市 

②人口が 10～40 万人規模で区域区分を実施している東北地方所在の都市 

３．青森県八戸市  ４．福島県福島市  ５．福島県郡山市 

 

▼表 先進都市における誘導施設の設定事例 

 都市名 誘導施設 

１． 青森県弘前市 ◆二次救急輪番制参加病院  ◆高校・大学・大学付属の小学校・中学校 

◆高齢者健康増進施設    ◆店舗面積 1,000～10,000㎡の生鮮食品を扱う店舗 

◆店舗面積 10,000 ㎡を超える店舗  ◆博物館相当施設 

２． 山形県鶴岡市 ◆市役所本庁舎      ◆国・県官公署   ◆総合保険福祉センター 

◆子ども家庭支援センター ◆子育て世代包括支援センター 

◆子育て支援施設     ◆児童相談所     ◆こども医療療育センター 

◆中規模小売店舗（売場面積 500 ㎡以上） 

◆400 ㎡以上の集会機能を有するホテル等     ◆基幹病院（200 床以上） 

◆病院（診療科目 20 未満、200 床以上）      ◆休日夜間診療所 

◆休日歯科診療所     ◆保険センター     

◆500 ㎡以上のフィットネス施設          

◆本店、本部、地域を統括する金融機関の店舗（建築面積 500 ㎡以上） 

◆文化会館        ◆高等教育機関    ◆研究教育機関 

◆娯楽施設（マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所 等） 

３． 青森県八戸市 ◆大規模商業施設（店舗等の床面積が 10,000 ㎡以上の施設） 

◆大規模病院等（一般病床数 200 以上、医療・保険・福祉などの複合的な機能を有

し、その用に供する部分の床面積の合計が 3,000 ㎡以上の施設） 

◆その他集客施設（興業場またはこれに類する施設で 200 ㎡以上の施設、文化施設・

交流施設またはこれに類する施設で床面積 3,000 ㎡以上の施設） 

４． 福島県福島市 ◆医療施設（床面積 10,000 ㎡以上かつベッド数 200 床以上） 

◆文化施設（図書館・美術館等で 6,000 ㎡以上） 

◆商業施設（6,000 ㎡以上の小売商業施設） 

◆行政施設（6,000 ㎡以上） 

◆教育施設（大学・短期大学・専修学校で 6,000 ㎡以上） 

５． 福島県郡山市 ◆救急告示病院     ◆博物館・美術館等の高次都市機能施設 

◆こどもの遊び場等の高次都市機能施設（1,000 ㎡以上） 
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２．設定が考えられる誘導施策の一例 

（１）立地適正化計画作成の手引き（平成 29年 4 月改訂、国土交通省） 

◆誘導施策は、都市機能・居住の各機能の緩やかな誘導を促進するために設定を行うものであ

る。 

◆誘導施策は、施策の主体で「国が直接実施」「国の支援を受けて市が実施」「市が独自に実施」

の３タイプに分かれ、さらに支援方法で「財政支援」「金融支援」「税制支援」の３タイプに

大別される。 

 

 

▲図 誘導施策例 

 

 

（２）先進都市における誘導施策の設定事例 

◆誘導施設設定事例と同様に、５都市の誘導施策事例を整理した。 

◆各施策の支援方法は、国が示す施策の一例と同様に、「財政支援」「金融支援」「税制支援」

の３タイプに大別される。 

◆なお、事例都市の中には、具体的な誘導施策を示さず、立地適正化計画の中では「施策の方

向性」に留めている都市もみられる。 

◆また、福島市および郡山市は、先行して都市機能誘導区域および誘導施設のみを設定・公表

しており、現時点で、具体的な誘導施策を示していない。 
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①青森県弘前市 

 【都市機能誘導区域における誘導施設を維持・誘導するための施策】 

 



13 
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 【居住誘導区域における居住を維持・誘導するための施策】 
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②山形県鶴岡市 

【居住誘導区域における施策の方向性】 

①中心市街地への住み替え促進 

・小規模連鎖型区画再編事業（ランド・バンク）の推進 

・地区を特定した民間共同建替事業等への支援 

・高度地区規制に適応した低中層・中高層集合住宅の立地誘導 

・多様な世代に向けたシェアハウス等の新たな住いの整備促進 

・地方バス等の公共交通利用の利便向上 

・先端研究産業と連携したまちづくりコンソーシアムの設置 

②他地域への人口流出の防止 

・優良な住宅供給地の整備 

・魅力ある土地区画整理地の事業支援 

・グローバルに対応する交流・滞在施設の整備 

 

【施策の方向性】 

①中心市街地活性化の推進 

・シビックコア地区への行政機能、商業機能の集積促進 

・中心市街地の一方通行の解除と川端通りの整備 

・中心市街地での共同建替え支援 

・低未利用地の有効活用 

②北部生活拠点の整備促進 

・新たな産業集積に資する基盤整備の推進 

・医療、福祉、商業等各種サービスの機能の充実 
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③青森県八戸市 

 
 
 


